
建管第５６号  

令和７年（2025 年）４月８日  

 

 各建設業関連団体の長 様 

 

北海道建設部長  

 

   北海道建設業サポートセンターにおける専門相談会について 

 日頃より、道政の推進にご理解、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、道では、「北海道建設業サポートセンター」において、別添のとおり中小企業診断士等を配置

し、建設企業からの経営に関する専門的な相談に対応する専門相談会を開催することとしておりますの

で、会員企業の皆様へ周知いただきますようお願いいたします。 

 また、「ロゴマーク及びキャラクターの使用について」及び「エックス（旧 Twitter）開設のチラシ」

につきましても、併せて周知いただきますようお願いいたします。 

記 

 

送付書類 

１ 北海道建設業サポートセンターのチラシ 

２ ロゴマーク及びキャラクターの使用について 

３ エックス（旧 Twitter）開設のチラシ 

 

 

建設政策局建設管理課（担当：山際） 

住所 札幌市中央区北 3条西 6丁目 

電話 011-204-5810 

FAX 011-232-6335 

E ｰ mail yamagiwa.ryuuta@pref.hokkaido.lg.jp 

 



「北海道建設業サポートセンター」では、 
厳しい経営環境にある本道の建設業及び建設関連業の皆様を支援するため、 
経営の専門家である中小企業診断士を配置し 
本業強化、人材育成、生産性向上などの経営に関する相談に応じますので、 
是非、ご利用ください 

 

 

 

   

 

 

 

 

専門相談会 
（12回） 

(1)日 程（事前申込みが必要です。） 

令和７年（２０２５年）   ５月 ８日(木)（申込締切： 4 月２５日(金)） 

                 ６月 ４日(水)（申込締切： ５月２３日(金)） 

                 ７月 ２日(水)（申込締切： ６月２０日(金)） 

                 ８月 ７日(木)（申込締切： ７月１８日(金)） 

                 ９月 ３日(水)（申込締切： ８月２２日(金)） 

                １０月 １日(水)（申込締切： ９月１９日(金)） 

                １０月３０日(木)（申込締切：１０月１７日(金)） 

                １１月２６日(水)（申込締切：１１月１４日(金)） 

                １２月１９日(金)（申込締切：１２月１２日(金)） 

令和８年（２０２６年）   １月２１日(水)（申込締切： １月 ９日(金)） 

                 ２月１８日(水)（申込締切： ２月 ６日(金)） 

                 ３月１８日(水)（申込締切： ３月 ６日(金)） 

(2)時 間 

13時30分～15時30分 

（相談日程を変更する場合は、道のホームページでお知らせします。） 

(3)相談内容 

中小企業診断士が経営に関して専門的な相談対応を行います。 

■建設業の本業の経営の強化に関する相談 

合併・事業譲渡・協業化等の企業連携に関する戦略面の相談 

経営戦略の立案、財務管理、労務管理に関する相談等 

   ■新分野進出など経営の多角化に関する相談 

    多角化に向けた経営戦略の立案に関する相談等  

■人材育成・生産性向上に関する相談 

   ■会計・税務など財務に関する相談 

    資産評価手法の見直しや債務処理等の財務評価に関する相談等 

   ＊融資の申込や書類の作成・申請の業務代行や仲介など、実務支援は対象外です 

＊相談内容は秘密厳守とします。 

(4)相談方法 

来訪（対面）、電話、FAX、オンラインなどによる相談 

※オンラインでのご対応も可能としており、ご希望する相談日程や相談方法な

どをもとに、相談対応を調整いたします。 

参 加 費 用  無料（来訪のための旅費や相談の電話等通信料は相談者の負担となります。） 

実 施 場 所 
 

北海道建設業サポートセンター相談室 ほか 
（札幌市中央区北３条西６丁目 道庁１０階(建設部建設管理課内)） 

連 絡 先 ０１１－２０４－５８１０（直通電話） 

建設業・建設関連業の皆様へ 

 



各種支援制度等の相談はこちらへ 

 道や国等の建設業に関する各種支援制度等の紹介については、「北海道建設業サポートセ 

ンター」及び全道の総合振興局（振興局）の建設指導課に設置している「地域建設業サポー 

トセンター」で常時、相談をお受けしています。 

■相談方法 来訪又は電話による（無料） 

■相談時間  平日（開庁日）の 9 時から１７時 

■相談内容 道や国等の建設業向けの各種支援制度や専門機関の紹介、建設事業者の 

取組事例の紹介等 

■連 絡 先 下記一覧をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

サポートセンター名 郵便番号 住　　　　　　所 連　絡　先

北 海 道

建設業サポートセンター

（専門アドバイス窓口） 　　北海道建設部建設政策局建設管理課（北海道庁本庁舎１０階）

空知総合振興局地域 068-8588 　岩見沢市８条西５丁目

建設業サポートセンター 　　空知総合振興局 札幌建設管理部 建設行政室 建設指導課

石狩振興局地域 060-8558 　札幌市中央区北３条西７丁目

建設業サポートセンター 　　石狩振興局 産業振興部 建設指導課

後志総合振興局地域 044-8588 　虻田郡倶知安町北１条東２丁目

建設業サポートセンター 　　後志総合振興局 小樽建設管理部 建設行政室 建設指導課

胆振総合振興局地域 051-8558 　室蘭市海岸町１丁目４番１号

建設業サポートセンター 　　胆振総合振興局 室蘭建設管理部 建設行政室 建設指導課

日高振興局地域 057-8558 　浦河郡浦河町栄丘東通５６号

建設業サポートセンター 　　日高振興局 産業振興部 建設指導課

渡島総合振興局地域 041-8558 　函館市美原４丁目６番１６号

建設業サポートセンター 　　渡島総合振興局 函館建設管理部 建設行政室 建設指導課

檜山振興局地域 043-8558 　檜山郡江差町字陣屋町３３６－３

建設業サポートセンター 　　檜山振興局 産業振興部 建設指導課

上川総合振興局地域 079-8610 　旭川市永山６条１９丁目１番１号

建設業サポートセンター 　　上川総合振興局 旭川建設管理部 建設行政室 建設指導課

留萌振興局地域 077-8585 　留萌市住之江町２丁目１－２

建設業サポートセンター 　　留萌振興局 留萌建設管理部 建設行政室 建設指導課

宗谷総合振興局地域 097-8558 　稚内市末広４丁目２－２７

建設業サポートセンター 　　宗谷総合振興局 稚内建設管理部 建設行政室 建設指導課

オホーツク総合振興局地域 093-8670 　網走市北７条西３丁目

建設業サポートセンター 　　オホーツク総合振興局 網走建設管理部 建設行政室 建設指導課

十勝総合振興局地域 080-8588 　帯広市東３条南３丁目１番地

建設業サポートセンター 　　十勝総合振興局 帯広建設管理部 建設行政室 建設指導課

釧路総合振興局地域 085-8588 　釧路市浦見２丁目２番５４号

建設業サポートセンター 　　釧路総合振興局 釧路建設管理部 建設行政室 建設指導課

根室振興局地域 087-8588 　根室市常盤町３丁目２８番地

建設業サポートセンター 　　根室振興局 産業振興部 建設指導課

0155-27-8540

0154-43-9191

0153-24-5629

0143-24-9593

0146-22-9291

0138-47-9465

0139-52-6631

0166-46-5946

0164-42-8447

0162-33-2529

0152-41-0641

011-204-5834

0136-23-1372

060-8588 　札幌市中央区北３条西６丁目 011-204-5810

0126-20-0066

建設業サポートセンター連絡先



ロゴマーク及びキャラクターの使用について 

 

１．「北海道の建設業」ロゴマーク 

北海道では、建設業の果たしている役割や重要性を PR するとともに、建設業のイメージアップを図

り、親しみやすい建設業となるよう、パンフレット等に掲載する「北海道の建設業」のロゴマークを作

成しました。 

 「北海道の建設業」のロゴマークは、誰でも無料で使用することができますので、是非、ご活用願い

ます。 

使用に当たっての留意事項につきましては、北海道のホームページに掲載している使用基準をご確認

ください。 

○ホームページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/ksgs/boshu/kensetu_rogo.html 

 

 

 

 

 

※ロゴマークは 2 種類あります。 

 

 

２．北海道建設部・建設産業応援キャラクター めぇーぷる 

 北海道建設部では、建設産業が果たす役割や重要性を広く効果的にＰＲし、その認知度向上を図

るとともに、未来の担い手である子どもたちに親しみを感じてもらうことを目的に、「建設産業応援

キャラクター めぇーぷる（以下、キャラクター）」を制作しました。 

キャラクターについては、北海道の建設産業の啓蒙や PR 活動を行うことを目的とする場合、利

用規程を遵守していただくことで、原則、無料・申請なしでご利用いただけます。 

 ただし、商用利用の場合は、利用規程への同意に加え、事前申請を行い、北海道の承認を得る必

要があります。 

 詳しくは北海道のホームページに掲載している利用規程をご確認ください。 

○ホームページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/ksgs/character.html 

 

 

 

 

 

 

 

※デザインは 11 種類あります。 

※ヘルメットに「北海道庁基本デザイン」が描かれているイラストは、道庁の機関以外で使用い

ただくことはできません。 



建設産業ミライ振興通信「道知るベ」
＠signpost_ksk

（旧Twitter）

はじめました

エックス

北海道建設部建設政策局建設管理課が運営する
北海道庁公式アカウントです。
地域の安全・安心に欠かせない建設産業の魅力や

役立つ情報などを発信します。

北海道建設部 建設政策局 建設管理課 建設産業振興係

フォローお願いします

https://x.com/signpost_ksk


